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公布された規則のあらまし

◇鳥取県行政組織規則の一部改正について

１ 規則の改正理由

平成28年度に開催予定のワールドトレイルズカンファレンス鳥取大会の準備及び運営のため、所要の改正を

行う。

２ 規則の概要

(１) 鳥取県中部総合事務所地域振興局中部振興課内にワールドトレイルズカンファレンス室を新設し、ワー

ルドトレイルズカンファレンス鳥取大会に関する事務を所掌させる。

(２) 施行期日は、平成27年１月19日とする。
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規 則

鳥取県行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成27年１月16日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第１号

鳥取県行政組織規則の一部を改正する規則

鳥取県行政組織規則（昭和39年鳥取県規則第13号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（内部組織） （内部組織）

第21条 鳥取県中部総合事務所に、次の表の左欄に掲 第21条 鳥取県中部総合事務所に、次の表の左欄に掲

げる局を置き、局の事務を分掌させるため、それぞ げる局を置き、局の事務を分掌させるため、それぞ

れ同表の中欄に掲げる課を置き、それぞれ同表の右 れ同表の中欄に掲げる課を置き、それぞれ同表の右

欄に掲げる室等を置く。 欄に掲げる室等を置く。

地域振興局 中部振興課 ワールドトレイ 地域振興局 中部振興課

ルズカンファレ

ンス室

略 略

略 略

２・３ 略 ２・３ 略

（地域振興局各課の所掌事務） （地域振興局各課の所掌事務）

第22条 中部総合事務所地域振興局各課の所掌事務 第22条 中部総合事務所地域振興局各課の所掌事務

は、次のとおりとする。 は、次のとおりとする。

地域振興局中部振興課 地域振興局中部振興課

(１)～(14) 略 (１)～(14) 略

(15) ワールドトレイルズカンファレンス鳥取大会

に関すること。

(16) 略 (15) 略

地域振興局会計総務課～地域振興局中山間地域振 地域振興局会計総務課～地域振興局中山間地域振

興チーム 略 興チーム 略

附 則

この規則は、平成27年１月19日から施行する。
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